
国
連
決
議
を
無
視
し
続
け

国
連
決
議
を
無
視
し
続
け

て
き
た
イ
ス
ラ
エ
ル

て
き
た
イ
ス
ラ
エ
ル

米
国
提
案
計
画
で
両
者
が

米
国
提
案
計
画
で
両
者
が

停
戦
合
意

停
戦
合
意

　

10
月
８
日
（
日
本
時
間
９
日
）、
イ
ス
ラ
エ

ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
ガ
ザ
地
区
の
イ
ス
ラ

ム
組
織
ハ
マ
ス
が
停
戦
合
意
を
結
び
ま
し
た
。

２
年
に
わ
た
っ
て
続
い
た
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る

ガ
ザ
で
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
（
集
団
殺
害
）
を
終

わ
ら
せ
る
た
め
の
重
要
な
一
歩
と
な
り
う
る
前

進
で
す
。
停
戦
合
意
に
先
立
つ
９
月
12
日
、
国

連
総
会
は
パ
レ
ス
チ
ナ
を
国
家
承
認
し
、
イ
ス

ラ
エ
ル
と
の
共
存
を
図
り
、
中
東
に
お
け
る
和

平
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
「
２
国
家
共
存
」
を

支
持
す
る
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
宣
言
」
を
国
連
加

盟
国
の
賛
成
多
数
で
採
択
し
ま
し
た
。
日
本
は

採
択
に
賛
成
は
し
た
も
の
の
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の

国
家
承
認
は
見
送
っ
て
い
ま
す
。
停
戦
合
意
が

な
さ
れ
た
下
で
、
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
の
解
決
の

展
望
と
、
問
題
に
対
す
る
日
本
政
府
の
姿
勢
に

つ
い
て
考
え
ま
す
。 

（
塩
田
悠
玄
記
者
）

ガ
ザ　

停
戦
合
意
へ

恒久的な和平には
「２国家解決」が不可欠
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イ
ス
ラ
エ
ル
と
ハ
マ
ス
は
、

ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
が
示
し
た

パ
レ
ス
チ
ナ
・
ガ
ザ
地
区
に
関

す
る
計
画
の
「
第
１
段
階
」
で

停
戦
合
意
し
ま
し
た
。
今
回
合

意
し
た
と
い
う
第
１
段
階
の
詳

細
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
（
10
日
時
点
）
が
、
ト
ラ
ン

プ
氏
は
自
身
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
、
ハ

マ
ス
が
拘こ

う

束そ
く

し
て
い
る
イ
ス
ラ

エ
ル
人
の
人
質
は
全
員
解
放
さ

パレスチナ自治区

　1993年の暫
ざん

定
てい

自治原則宣

言（オスロ合意）や、94年

の先行自治合意（ガザ・ジ

ェリコ合意）などを受け

て、パレスチナ解放機構

（PLO）がパレスチナ暫定

自治政府を設立し、最終的

に、ヨルダン川西岸地区お

よびガザ地区において自治

を開始。この両地区をパレ

スチナ自治区と呼ぶ。

ハマス

　1987年に、イスラム主義運動家

であるヤシン師がガザ地区を中心

に創設したイスラエルに対する抵

抗組織。2006年１月、国会にあた

るパレスチナ立法評議会選挙で過

半数の議席を獲得し、一時、パレ

スチナ自治政府の内閣を主導して

いたが、07年６月にガザ地区を武

力 掌
しよう

握
あく

し、同内閣はアッバース

・パレスチナ自治政府大統領によ

り解散させられる。ガザ地区を実

効支配している。

　

２
年
間
も
続
い
た
ガ
ザ
侵
攻

の
背
景
に
は
、「
パ
レ
ス
チ
ナ

れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
ガ
ザ
の

一
部
区
域
か
ら
撤て

つ

退た
い

す
る
と
説

明
し
ま
し
た
。
カ
タ
ー
ル
外
務

省
も
第
１
段
階
の
す
べ
て
の
内

容
で
合
意
し
た
と
発
表
。
イ
ス

ラ
エ
ル
が
拘
束
し
て
い
る
パ
レ

ス
チ
ナ
人
が
解
放
さ
れ
、
支
援

物
資
が
ガ
ザ
に
搬は

ん

入に
ゆ
うさ

れ
る
と

い
い
ま
す
。

　

ト
ラ
ン
プ
氏
は
９
月
29
日

に
、
ガ
ザ
で
の
即
時
停
戦
や
人

質
解
放
、
停
戦
後
の
ガ
ザ
の
統

治
に
関
す
る
計
画
を
発
表
し
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
ネ
タ
ニ
ヤ
フ
首

相
と
合
意
。
ハ
マ
ス
側
に
計
画

の
受
け
入
れ
を
迫
っ
て
い
ま
し

た
。

・
イ
ス
ラ
エ
ル
問
題
」
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
地
中
海
に
面

す
る
東
ア
ラ
ブ
の
パ
レ
ス
チ
ナ

（
地
名
）
に
「
ユ
ダ
ヤ
人
の
国

と
ア
ラ
ブ
人
（
パ
レ
ス
チ
ナ
・

ア
ラ
ブ
人
）
の
国
の
双
方
を
つ

く
る
」
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
の

に
、
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
＝
イ
ス
ラ

エ
ル
が
建
国
さ
れ
た
一
方
で
、

パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
が
で
き
な
い

と
い
う
問
題
で
す
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
期
に
「
ユ

ダ
ヤ
人
の
国
と
パ
レ
ス
チ
ナ
・

ア
ラ
ブ
人
の
国
の
双
方
を
つ
く

る
」
と
、
ど
ち
ら
の
側
に
も
い

い
顔
を
す
る
外
交
で
約
束
し
た

の
が
イ
ギ
リ
ス
で
す
。
こ
れ

は
、
当
時
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
支

配
し
て
い
た
東
ア
ラ
ブ
を
イ
ギ

リ
ス
が
支
配
す
る
た
め
の
行
動

で
あ
り
、
そ
の
後
の
パ
レ
ス
チ

ナ
問
題
の
種
を
ま
き
ま
し
た
。

　

双
方
に
し
た
約
束
を
果
た
さ

ず
問
題
解
決
を
放ほ

う

棄き

し
た
イ
ギ

リ
ス
に
代
わ
り
、
１
９
４
７
年

に
国
連
総
会
は
「
パ
レ
ス
チ
ナ

分
割
決
議
」
を
採
択
。
パ
レ
ス

チ
ナ
の
地
に
ユ
ダ
ヤ
人
の
国
家

と
ア
ラ
ブ
国
家
を
建
設
す
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
採
択

さ
れ
た
決
議
に
基
づ
き
、
48
年

に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
建
国
さ
れ
ま

す
が
、
ア
ラ
ブ
側
は
イ
ス
ラ
エ

ル
建
国
を
認
め
ず
、
パ
レ
ス
チ

ナ
・
ア
ラ
ブ
人
の
国
は
ま
だ
実

現
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

67
年
の
戦
争
以
降
の

占
領
が
転
機

　

イ
ス
ラ
エ
ル
と
ア
ラ
ブ
側
の

対
立
を
決
定
的
に
し
た
の
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
が
エ
ジ
プ
ト
、
シ

リ
ア
、
ヨ
ル
ダ
ン
に
先
制
攻
撃

し
た
１
９
６
７
年
６
月
の
第
三

次
中
東
戦
争
で
す
。
イ
ス
ラ
エ

ル
は
、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
シ
ナ
イ

半
島
と
ガ
ザ
地
区
、
シ
リ
ア
か

ら
ゴ
ラ
ン
高
原
、
ヨ
ル
ダ
ン
か

ら
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
と
東

エ
ル
サ
レ
ム
を
奪う

ば

い
、
占
領
を

始
め
ま
し
た
。
こ
れ
以
降
、
イ

ス
ラ
エ
ル
は
58
年
以
上
も
こ
れ

ら
の
地
域
を
占
領
し
続
け
て
い

ま
す
（
シ
ナ
イ
半
島
は
１
９
８

２
年
に
エ
ジ
プ
ト
に
返へ

ん

還か
ん

）。

　

１
９
６
７
年
11
月
、
国
連
安

全
保
障
理
事
会
は
ア
メ
リ
カ
も

賛
成
し
て
決
議
２
４
２
を
採
択

し
「
占
領
さ
れ
た
領
土
か
ら
の

イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
撤
退
」
を
求

め
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ス

ラ
エ
ル
は
自
国
に
不
利
な
国
連

決
議
を
一
切
無
視
し
て
い
ま

す
。

　

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
①
占
領
地

か
ら
の
撤
退
を
要
求
す
る
安
保

理
決
議
２
４
２
以
降
の
一
連
の

国
連
決
議
に
違
反
②
一
時
的
に

し
か
認
め
ら
れ
な
い
占
領
を
58

年
間
も
続
け
、
そ
こ
に
入
植
し

て
ユ
ダ
ヤ
人
の
住
宅
を
建
設

し
、
実
質
的
に
侵
略
、
併へ

い

合ご
う

③

占
領
地
の
住
民
の
生
命
、
財

産
、
権
利
を
侵
害
―
な
ど
の
国

際
法
違
反
を
く
り
返
し
て
き
ま

し
た
。
ガ
ザ
侵
攻
の
引
き
金
と

な
っ
た
、
２
０
２
３
年
10
月
７

日
の
ハ
マ
ス
に
よ
る
テ
ロ
攻
撃

は
強
く
非
難
す
べ
き
で
す
が
、

２
年
間
も
続
い
た
ガ
ザ
地
区
へ

の
報
復
攻
撃
は
、
半
世
紀
以
上

に
お
よ
ぶ
こ
れ
ら
の
国
際
法
違

反
の
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
暴

挙
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
国
際

法
違
反
の
蛮ば

ん

行こ
う

で
す
。

 

（
２
面
に
つ
づ
く
）


